
情報開示請求手続きの流れ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※１ 開示請求には 300 円の開示請求手数料が必要です。支払方法については各情報公開

窓口にお問合せください。 
※２ 開示の実施を受けるには開示実施手数料が必要です。 
  開示実施手数料は※１（開示請求手数料）を超えた場合、※１を引いた額となります。 
  例 A4（片面白黒 1 枚）10 円×30 枚=300 円←開示実施手数料 0 円 
    A4（片面白黒 1 枚）10 円×50 枚=500 円←開示実施手数料 200 円 
※３ 写しの送付を行う場合、送料が発生します。 
  郵便基本料金に簡易書留 310 円が足された額となります。 

  

情報公開窓口 
（本部、各地区事務所、各病院） 

開示請求書の提出 
※１開示請求手数料の納付 

 

審査による開示・不開示の決定 
（原則として開示請求があった日から 30 日以内（不備の補正期間を除く）に審査を行います） 

開示決定 
（部分開示含む） 

開示決定通知書の送付 

不開示決定 
不開示決定通知書の送付 

開示実施方法等の 
申出書の提出及び※２開示実

施手数料の納付 
（開示決定から 30 日以内） 

 

部分開示及び不開示への 
異議申し立て 

（決定があったことを知ってから 60 日

以内。ただし決定日から 1 年以内） 

開示の実施 
（閲覧・写しの交付等） 

写しを送付する場合は※３別途送料がか

かります。 
 
 

開示請求書の不

備があれば補正

を依頼します。 

本部情報公開窓口 
 
 
 


